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京都信用金庫 

貸金庫規定改定のお知らせ

2025 年 5 月 30 日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。 

本改正には、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点が盛り込ま
れ、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸
金庫に保管することが望ましくない旨が示されました。  

これを受け当金庫では、下記 の通り貸金庫規定を改定いたします。改定後の規
定は、従前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されますので、あら
かじめご了承ください。

記

１．規定の改定日 
2026 年 3 月 2 日（月）

２．改定の対象となる規定
・貸金庫規定 （カード方式）
・貸金庫規定
※本改定に合わせて「貸金庫規定」に一本化します

３．改定内容
（１）主な改定内容

①2026 年 3 月 2 日（月）以降、貸金庫内に現金（次項参照） を格納いただく
ことができなくなります。
現在、貸金庫内に現金を格納されているお客様は、 すみやかに現金のお取
り出しをお願いいたします。

②貸金庫の利用目的（貸金庫規定第 1 条に則り適切にご利用いただいている
こと）を書面等で申告いただ きます。
当該書面等は、2026 年 5 月以降、お届け出いただいている住所へ順次郵送
いたしますので、 内容をご確認いただき、ご記入・ご署名のうえ返信用封
筒にてご返送をお願いいたします。

（２）新旧対象表
>こちらをご参照ください。

４．改定後の規定
>こちらをご参照ください。  

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/policy_rules/pdf/other/deposit_provision6-1-3.pdf
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/info/pdf/info20260202-1-1.pdf


■格納いただけない現金について
日本円（注）、外国通貨とも格納いただけません。
（注）日本円のうち、以下の①②が格納いただけない現金です。
①日本銀行のＷｅｂサイト「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されてい
る銀行券・貨幣
>こちらをご参照ください。

②「①」と肖像が同一である銀行券（2007 年発行停止の一万円券（福沢諭吉）） 

以上

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/index.htm



